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Ⅰ 要項の趣旨

黒潮町立大方あかつき館及び黒潮町立図書館（以下「大方あかつき館等」という。）

の管理運営業務を効果的かつ効率的に実施するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第３項及び黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例（平成１８年条例第６９号）第２条の規定に基づき、以下のとおり指定管

理者を募集するものである。

Ⅱ 施設の概要

１ 名称及び所在地

２ 設置目的

（１）黒潮町立大方あかつき館（以下「大方あかつき館」という。）

文化的、精神的充実を実感できるまちづくりをめざして生涯学習の基本方針

である「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に学習できる施設として、町民

の実際生活に即する教育、学術、生涯学習及び文化振興の発展に寄与するため、

大方あかつき館を設置する。

（２）黒潮町立大方図書館（以下「大方図書館」という。）

町民の知識及び教養の向上に資するため、図書館を設置する。

（３）黒潮町立佐賀図書館（以下「佐賀図書館」という。）

町民の知識及び教養の向上に資するため、図書館を設置する。

３ 施設の概要

（１）大方あかつき館

敷 地 面 積 １１，６８８.２９㎡

開設年月日 平成１０年４月１２日

構 造 規 模 ＲＣ造（鉄筋コンクリート）２階建 一部Ｓ造（鉄骨）

建 築 面 積 １，６５１．５２㎡

（上林暁ギャラリー・レクチャーホール・大方図書館・町民ギャ

ラリー・和室・会議室等）

延 床 面 積 ２，１６１.８０㎡

（２）佐賀図書館

敷 地 面 積 ３，６２４．７１㎡

開設年月日 令和２年４月１日

構 造 規 模 Ｓ造（鉄骨）１階建

（うち図書館部門 一部）

建 築 面 積 １，３１５．４４㎡

延 床 面 積 １，２８１．３２㎡

（うち図書館部門１８２．１㎡）

４ 施設の過去の利用実績

番号 名称 所在地

１ 黒潮町立大方あかつき館 高知県幡多郡黒潮町入野６９３１番地３

２ 黒潮町立大方図書館 高知県幡多郡黒潮町入野６９３１番地３

３ 黒潮町立佐賀図書館 高知県幡多郡黒潮町佐賀９２０番地



令和４年度

「大方あかつき館」

文学館利用者数：１，４５４人

「図書館」

蔵 書 数：大方図書館３５，９８５冊 佐賀図書館１７，４１２冊

開館日数：大方図書館・佐賀図書館ともに ２７７日

入館者数：大方図書館 １５，２１４人 佐賀図書館 ６，１９０人

貸出延数：大方図書館 ２１，３３１点 佐賀図書館 ６，５４０点

令和５年度

「大方あかつき館」

文学館利用者数：１，２５７人

「図書館」

蔵 書 数：大方図書館３７，６９３冊 佐賀図書館１８，４７１冊

開館日数：大方図書館２７５日・佐賀図書館２７３日

入館者数：大方図書館 １３，８７２人 佐賀図書館 ５，２２３人

貸出延数：大方図書館 ２０，７２３点 佐賀図書館 ５，７００点

令和６年度

「大方あかつき館」

文学館利用者数：９４６人

「図書館」

蔵 書 数：大方図書館３８，６１４冊 佐賀図書館１９，６９７冊

開館日数：大方図書館２６７日・佐賀図書館２６６日

入館者数：大方図書館 １３，９５６人 佐賀図書館 ５，００４人

貸出延数：大方図書館 ２０，８７５点 佐賀図書館 ５，４３８点

Ⅲ 管理の条件

１ 管理運営の基本方針

以下は、管理運営の基本方針として遵守すること。

（１）関係法令、条例及び規則を遵守し、施設の設置目的に沿った適正な管理を

行うこと。

（２）利用者の平等な利用を確保し、差別的取扱いをしないこと。

（３）町民が安心で快適に利用できるよう、施設の設備及び物品の維持管理を適

正に行うこと。

（４）利用者の意見・要望を適切に施設管理・運営に反映するとともに、常に効果

的・効率的になるように努め、創意工夫を発揮することにより、サービスの向

上、利用者の増加及び経費の節減を図ること。

（５）指定管理者の業務を通じて取得した個人情報の取り扱いについては、個人

情報保護法及び黒潮町個人情報保護条例の趣旨に基づき適正に行うこと。

２ 大方あかつき館等の目指す方向性及び特に要請する事項

（１）大方あかつき館が、文化的、精神的充実を実感できるまちづくりをめざして

生涯学習の基本方針である「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に学習でき

る施設として、町民の実際生活に即する教育、学術、生涯学習及び文化振興の



発展に寄与するための場であるという設置の理念に基づき行うこと。

（２）図書館が、町民の知識及び教養の向上に資するための場であるという設置

の理念に基づき、利用者の生活や教育と文化の向上を図るため、常に新しい

情報・資料を収集整備し、町民のニーズに沿ったサービスの提供を行うとと

もに、創意と魅力あふれる学習の場としての図書館づくりを推進すること。

ア 各種資料の収集充実

（ｱ）町民ニーズの的確な把握に努め、利用者各層の幅広い要望に応えうる

新鮮で魅力ある資料の整備充実を図る。

（ｲ）図書の利用、調査、統計等の業務をスムーズに行うためコンピューター

システムの活用を図る。

（ｳ）視聴覚資料の収集、活用を図る。

イ 図書館奉仕活動の充実

（ｱ）利用者への迅速、的確なサービスに努める。

（ｲ）学校、地域と連携し児童サービスの充実を図る。

（ｳ）各種広報活動等で読書啓発に努める。

ウ 各種研修会、文化活動の推進

（ｱ）読書会、研修会等のサークル活動の推進を図る。

（ｲ）講演会、資料展示会の開催、奨励に努める。

エ 施設の整備充実

（ｱ）健やかで安全・安心・ゆたりのある読書環境の整備に努める。

（ｲ）県内図書館との連携を図り、図書館ネットワークを推進する。

３ 指定管理者が行う業務の範囲

（１）指定管理者が施設の維持管理を行う区域（管理区域）と運営を行う区域（運

営区域）については、下表のとおりとする。

※黒潮町教育委員会（以下、「教育委員会」という。）が行う業務、教育委員会が

管理運営する区域及び教育委員会が運営する区域を除く。

（２）指定管理者が行う業務は次のとおりとする。なお、業務の詳細は別紙基準書

（仕様書）に記載のとおりとする。

ア 大方あかつき館（上林暁文学館・レクチャーホール・大方図書館・町

民ギャラリー・和室・会議室等）に関する業務

イ 図書館に関する業務

（３）その他の業務についても、必要に応じ担当部署と連絡調整を図ること。

（４）業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的な業務につ

いては、黒潮町教育長（以下「教育長」という。）の承認を受けて専門の事業者

に再委託することができる。

４ 指定事業

指定管理者は、施設の設置目的を達成するため、現在、教育委員会が実施してい

る事業を基本とし実施すること。なお、業務の詳細は別紙基準書（仕様書）に記載

区分 管理区域 運営区域

大方あかつき館 全区域（※） 全区域

大方図書館 大方あかつき館に含む 全区域

佐賀図書館 なし（日常管理のみ） 全区域



のとおりとする。

５ 自主事業

指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成するため、事前に教育長の承認を

得た上で、施設を有効活用して、利用促進等につながる自主事業を企画し、実施す

ることができる。

６ 指定期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間を予定）である。

ただし、天災・事故等及び町の施策に基づく新たな計画等が発生した場合はこの

限りではない。

また、指定の期間は、黒潮町議会（以下「議会」という。）議決を経て正式に確定

する。

７ 指定管理料

（１）指定管理者は、指定管理料等をもって施設の管理運営を行うものとする。

ア 指定管理料は、施設の管理運営に係る経費から算出すること。

イ 最終的な指定管理料は、指定管理者の提案額を基準に、教育委員会と指

定管理者が協議を行い、予算編成過程を通じて町の会計年度ごとに協定で

定める。

（２）収支予算の算定は、以下によること。

ア 人件費にかかる部分は、現行の職員配置を確保したもので積算するこ

と。

イ その他の経常的経費（事務費、教育委員会の指定事業の実施に係る経

費、管理費）についても、現行業務を遂行するために必要な経費を積算す

ること。

ウ 備品購入（資料購入を除く。）については教育委員会が直接発注し負担

するので、収支予算には算定しないこと。

エ 資料購入（消耗品図書、備品図書及び上林文学館における資料の購入を

含む。）は、教育長の事後承認のもと指定管理者が実施するものとし、指

定の図書購入費で執行するものとすることから、収支予算には計上するこ

と。

オ 簡易修繕は、教育長の事前承認のもと指定管理者が実施するものとす

る。

Ⅳ 申請の手続き

１ 申請資格

申請を行うものは、次の事項のすべての要件を満たすこと。

（１）法人その他の団体(以下「団体等」という。)であること。ただし、団体等は、

株式会社、ＮＰＯ及びその他の任意の団体等、組織の形態は問わないが、個人で

の申請はできない。

（２）黒潮町内に住所又は事業所を有する団体等であること。

（３）団体等又はその代表者が、次の者に該当しないこと。

① 法律行為を行う能力を有しない者。

② 破産者で復権を有しない者。



③ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第２項の規定

により黒潮町における一般競争入札等の参加を制限されている者。

④ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定によ

る指定の取り消しを受けたことがある者。

⑤ 税金(国税、県町民税、法人税等)を滞納している者。

⑥ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者。

⑦ 黒潮町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成２６年３月

１９日規則第４号）第２条第２項第５号に該当する者。

（４）図書館司書等の専門的な知識及び上林暁文学をはじめとする町内外の文化

的情報に精通しており、利用者からの問い合わせに際し的確に回答でき、黒潮町

教育委員会と随時連絡を取りあえる体制であること。

２ 留意事項

（１）接触の禁止

黒潮町公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱（平成18年5月22日告

示第115号）で規定する指定管理者選定委員会委員、本件業務に従事する本町

職員及び本件関係者に対し、本件応募についての接触を禁じる。接触の事実が

認められた場合は失格となる。

（２）応募内容の変更禁止

提出された書類の内容を変更することはできない。

（３）虚偽の記載をした場合の取扱い

応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。

（４）応募の辞退

応募受付後に辞退する場合は、辞退届【別記様式第１号】を提出すること。

（５）費用負担

応募に関して必要となる費用は、すべて応募者の負担とする。

（６）提出書類の著作権

本町が提示する設計図書等の著作権は、黒潮町及び作成者に帰属し、応募者

の提出する書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。なお、提出された

書類は、理由の如何を問わず返却しない。また、提出された書類は、黒潮町情

報公開条例の規定に基づく、開示請求の対象となる場合がある。

（７）申請者について

株式会社等においては、原則本社を申請者とする。

３ 募集要項の配布等

（１）配布場所

黒潮町教育委員会 生涯学習係

〒789-1720 高知県幡多郡黒潮町佐賀1080番地1

電話：0880⁻55⁻3117（直通）ファクシミリ：0880⁻55⁻3119

Ｅメール：20010030@town.kuroshio.lg.jp

（２）要項配布期間

令和８年１月２９日（木）から令和８年２月１２日（木）まで

（午前８時３０分～午後５時１５分） ＊土曜日、日曜日、祝日は除く

募集要項については、黒潮町のホームページにも掲載する。



４ 提出書類

この要項により指定管理者の指定を受けようとする者は、受付期間内に次の書

類を正本１部と写し５部を町長に提出すること。

提出書類については、Ａ４サイズとし返却はしない。

（１）指定申請書【別記様式第２号】（黒潮町公の施設の指定管理者の指定の手

続等に関する条例（以下「条例」という。）第３条関係）

（２）当該施設の事業計画書

（３）管理に係る収支予算書

（４）当該団体の組織及び前事業年度の経営状況を説明する書類（作成していな

い場合はそれらに類する書類）

（５）法人の定款（法人以外の団体にあっては会則等）

（６）法人の場合には、法人登記に係る履歴事項全部証明書及び申請の日前３ヶ

月以内に交付された代表者の印鑑証明

（７）団体等の前年度の事業報告書、貸借対照表及び財産目録（作成していない

場合は、それらに類する書類）

（８）最近期の法人税申告書の写し

（９）消費税及び地方消費税並びに町県税の未納がないことの証明書

（10）法人税等に係る納税証明書

（11）誓約書【別記様式第２-１号】

（12）暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書【別記様式第２-２号】

５ 質問の受付

（１）質問方法

令和８年２月２日（月）から令和８年２月５日（木）午後５時１５分までに

質問書【別記様式第３号】を申請書等の提出先に提出すること。（ファクシミ

リ又は電子メールでの提出も可。ただし、必ず送信したことの確認を電話です

ること。）なお、口頭での質問は受け付けない。

（２）回答方法

令和８年２月６日（金）に黒潮町のホームページにおいて公表する。

６ 申請受付等

（１）受付場所 黒潮町教育委員会 生涯学習係

（前記「Ⅳの３」募集要項の配布等 配付場所と同じ。）

（２）受付期間 令和８年１月２９日（木）～令和８年２月１２日（木）まで

＊土曜日、日曜日、祝日を除く

（３）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（４）提出方法 上記の提出先まで必ず持参すること。郵便等は受け付けない。

（５）提出部数 正本１部、副本（写し）５部を提出すること。

（６）提出期限以後の申請書提出及び書類の変更、追加は認めない。

Ⅴ 指定管理者の候補者の選定

１ 選定方法

（１）選定委員会の設置

黒潮町公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱（平成１８年５月２２

日告示第１１５号）で規定する指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」



という。）を設置し、最も適当と認められる団体等を指定管理者の候補者に選

定する。選定委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求めてそ

の意見を聴く場合がある。

（２）評価の方法

選定の基準及び評価項目に基づき、事業計画書、収支予算書等の申請書類を総

合的に評価する。なお、一定の評価に達した申請者がいない場合は、適格者なし

とする場合がある。

（３）選定委員会の開催

選定委員会は、率直な意見交換に支障をきたすおそれがあること、団体等の具

体的な技術上情報や信用情報が取り上げられる可能性があることから、非公開に

より開催する。なお、指定管理者の候補の選定後に自己情報の開示請求があった

場合は、当該法人等の評価内容のみを開示するものとする。

（４）選定結果の通知及び公表

選定結果は申請者全員に通知する。なお、選定結果の通知後に指定管理者の候

補者が辞退することは認めない。

２ 選定基準

黒潮町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条の規定によ

る。

（１）利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

（２）公の施設の効用を最大限に発揮できるものであること。

（３）公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるも

のであること。

（４）公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の能力を有しており、

又は確保できる見込みがあること。

（５）その他町長等が別に定める事項

３ 選定審査対象からの除外

申請者が次の要件のいずれかに該当した場合は、当該申請を選定審査の対象か

ら除外する。

（１）選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合

（２）提出書類に虚偽又は不正があった場合

（３）この要項に違反又は著しく逸脱した場合

（４）提出書類の提出期限を経過してから提出書類が提出された場合

（５）本募集について複数の申請を行い、又は複数の事業計画書を提出した場合

（６）その他不正行為があった場合

Ⅵ 指定管理者の指定

１ 議会の議決

指定管理者の候補者は、議会の議決を経て指定管理者に指定される。

議決後、指定管理者に文書で通知するほか、その旨を告示する。

なお、議会の議決を得られなかったとしても、黒潮町は、それにより指定管理

者の候補者に生じた損害を補償しない。



２ 指定の手続き等

（１）業務開始にあたっての準備

（２）指定管理者は、教育委員会との協議のうえ、当該施設の管理運営に支障の

ない範囲で施設内に立ち入り、業務開始する準備を行うこと。

（３）この要項に違反又は著しく逸脱した場合

（４）業務細目等に関する協議

（５）管理業務に係る細目的事項等について、教育委員会と指定管理者が協議す

る。

（６）協定の締結

黒潮町と指定管理者は、協議により決定した内容に基づいて協定を締結す

る。

３ 指定の取り消し

指定管理者が正当な理由なくして協定の締結に応じないとき、指定管理者によ

る事業の履行が確実でないと認められるとき、又は著しく社会的信用を失う等に

より指定管理者としてふさわしくないと認められるときは、指定管理者の指定を

取り消すことがある。

４ 次点団体等との協議

指定管理者の候補者が指定管理者に指定されないとき、指定管理者が指定を取

り消されたときは、指定管理者の選定において次点であった団体等を指定管理者

の候補として協議する場合がある。

Ⅶ 全体スケジュール

■問い合わせ

黒潮町教育委員会 生涯学習係

〒７８９－１７２０ 高知県幡多郡黒潮町佐賀1080番地1

電話：０８８０-５５-３１１７（直通）

ファクシミリ：０８８０‐５５-３１１９

Ｅメール：20010030@town.kuroshio.lg.jp

募集要項の公表及び配布 令和8年1月29日から令和8年2月12日まで

質問書の受付 令和8年2月2日から令和8年2月5日まで

質問の回答 令和 8年 2月6日

申請書類の受付 令和 8年 1月29日から令和8年2月12日まで

選定 令和 8年 2月中旬（予定）

選定結果の通知 令和 8年 3月中旬（予定）

指定管理者の指定 令和 8年 3月中旬（予定）

指定の通知 令和 8年 3月下旬（予定）

業務細目等に関する協議 令和 8年 3月下旬（予定）

協定の締結 令和 8年 3月下旬（予定）



別記様式第１号

辞 退 届

令和 年 月 日

黒潮町長 様

申請者

主たる事務所の所在地

申請者の名称

代表者の職氏名

令和 年 月 日付けで申請した、黒潮町立大方あかつき館等の指定管理者

指定申請については、都合により辞退します。

代表

者印



別記様式第２号

令和 年 月 日

黒潮町長 様

黒潮町立大方あかつき館等の指定管理者指定申請書

黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１８年条例第

６９号）第２条の規定に基づき、黒潮町立大方あかつき館等の指定管理者の指定を

受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。

【添付書類】

（１）当該施設の事業計画書

（２）管理に係る収支予算書

（３）当該団体の組織及び前事業年度の経営状況を説明する書類（作成していない

場合はそれらに類する書類）

（５）法人の定款（法人以外の団体にあっては会則等）

（６）法人の場合には、法人登記に係る履歴事項全部証明書及び申請の日前３ヶ月

申

請

者

フ リ ガ ナ

申請者の名称

代表者の

職・氏名

職

名

フリガナ

氏 名 ㊞

主たる事務

所の所在地

（〒 － ）

電

話
FAX

黒潮町内の

主たる事務

所の所在地

（〒 － ）

電

話
FAX



以内に交付された代表者の印鑑証明

（７）団体等の前年度の事業報告書、貸借対照表及び財産目録（作成していない場

合は、それらに類する書類）

（８）最近期の法人税申告書の写し

（９）消費税及び地方消費税並びに町県税の未納がないことの証明書

（10）法人税等に係る納税証明書

（11）誓約書【別記様式第 2-1 号】

（12）暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書【別記様式第 2-2 号】



別記様式第 2-1 号

令和 年 月 日

黒潮町長 様

申請者

主たる事務所の所在地

申請者の名称

代表者の職氏名

誓 約 書

黒潮町立大方あかつき館等の指定管理者指定申請を行うにあたり、下記のとおり相

違ないことを誓約します。

記

１ 黒潮町立大方あかつき館等の指定管理者公募要項に示された応募資格要件を満

たしています。

２ 提出した申請書類に虚偽又は不正はありません。

代表

者印



別記様式第 2-2 号

暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書

私は、下記の事項について誓約します。

なお、黒潮町が必要な場合には、高知県警察本部に照会することについて承諾しま

す。

また、照会で確認された情報は、今後、私が黒潮町と行う他の契約における確認に

利用することに同意します。

記

１ 自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

（２）暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

（３）暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者

（４）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

（５）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

（６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

２ １の（１）から（６）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人

その他の団体又は個人ではありません。

令和 年 月 日

黒潮町長 様

所 在 地

（ふりがな）

団体名

（ふりがな）

代表者氏名

生年月日 （明治・大正・昭和・平成） 年 月 日(男・女）

代表

者印



別記様式第 3号

質 問 書

令和 年 月 日

黒潮町長 様

申 請 者 の 名 称

代表者の職・氏名

黒潮町立大方あかつき館等の指定管理者募集について、次のとおり質問します。

◇ 質問書１枚に付き、一つの質問とする。

項目

□ 募集要項（ ページ） □ 様式（第 号様式）

□ 基準書（仕様書）（ ページ）

□ その他（ ）

質問内容

連絡先

担当部署

担当者氏名

電話番号

ファクシミリ番号

メールアドレス


